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１．地域連携薬局、専門医療機関連携薬局
の役割について

２．認定基準について

今日の内容
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１．地域連携薬局、
専門医療機関連携薬局
の役割について

Kyoto  Pharmaceutical  Association

京都府の地域連携薬局



健康サポート薬局

薬 局
薬剤師が販売
又は授与の目
的で調剤の業
務を行う場所

薬剤師が販売又は授与の

目的で調剤の業務を行う

場所

（医薬品の販売業を併せ

行う場合はそれに必要

な場所を含む）

並びに

薬剤及び医薬品
の適正な使用に
必要な情報の提
供、指導を行う
場所

医薬品の販
売業に必要な
場所を含む

改正薬機法における

全て医薬品の供給施設
Kyoto  Pharmaceutical  Association

改正薬機法における
「薬局」の定義



認定薬局の役割
地域連携薬局 （薬局ビジョン ： かかりつけ薬剤師・薬局機能に対応する薬局）

◆外来受診だけでなく、在宅医療への対応や入院退院時を含め、他の医療提供施設と服薬情報

の一元管理・継続的な情報連携に対応できる薬局

◆他の医療提供施設（医療機関、薬局）の医療従事者との連携体制を構築した上で対応す

ることが必要

◆地域連携薬局としては、他の薬局に対する医薬品の供給や医薬品に係る情報発信、研修等の実施を通じて、他
の薬局の業務を支えるような取組も期待

専門医療機関連携薬局 （薬局ビジョン ： 高度薬学管理機能に対応する薬局）

◆がん等の専門的な薬学管理が必要な利用者に対して、他の医療提供施設との密な連携を行いつつ、より高度
な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局（今回規定した

「がん」であれば、がん治療に関わるがん診療連携拠点病院等との連携）

◆専門医療機関連携薬局としては、他の薬局に対する抗がん剤等の医薬品の提供、がんの薬物療法に係る専門性
の高い情報発信、高度な薬学管理を行うたえに必要な研修等に係る専門性の高い情報発信、高度な薬学管理を

行うために必要な研修等の実施を通じて、専門的な薬学管理が対応可能となるよう他の薬局の業務を
支えるような取組も期待 Kyoto  Pharmaceutical  Association
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地域連携薬局
京都府作成チラシ



２．認定基準について

Kyoto  Pharmaceutical  Association



利用者が座って情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を
受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口その
他の区画並びに相談の内容が漏えいしないよう配慮した設
備を有すること

１．利用者の服薬指導等の際に配慮した構造設備
地域連携薬局

利用者が座って情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を
受けることができる個室その他のプライバシーの確保に配慮
した設備を有すること

専門医療機関連液薬局

Kyoto  Pharmaceutical  Association



１．利用者の服薬指導等の際に配慮した構造設備

地域連携薬局

認定基準適合表

Kyoto  Pharmaceutical  Association

相談窓口の写真を添付してください。

相談窓口の設置場所がわかりにくい場合は、
待合室と相談窓口の位置関係がわかる写真な
ども併せて添付してください。

１

※写真では説明が難しい場合は、
欄外等にその内容を記載してください。

・聴覚面での配慮がわかりにくい
・例えばテレビやBGMのボリューム、
音で聞こえないよう配慮している等

利用者の服薬指導等の際に配慮した構造設備



２．高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備

地域連携薬局、専門医療機関連液薬局（共通）

認定基準適合表

Kyoto  Pharmaceutical  Association

２

・写真で車いすで入口から相談窓口までの移動する
動線がわからない場合がある。この場合、平面図
や要所がわかる写真を添付すること。

・手すりにこだわる必要はない。
・車いすでの利用に支障がないこと。

入り口の段差は、薬局スタッフの介助で出入りが可能。薬局の外観や待合室の写真の他、選択した項
目に関する写真を添付してください。

高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備 別紙２

「車いすのまま服薬指導が受けられる
ことが前提となります。



３．地域包括ケアシステムの構築に資する会議への参加

※原則として次の会議が対象。WEB参加可
・地域ケア会議、サービス担当者会議、退院時カンファレンス
・上記3つの会議以外は記入しないこと。

地域連携薬局

Kyoto  Pharmaceutical  Association

京都府薬前病院



薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事に関する実
務に従事する薬剤師を、利用者の治療方針を共有するためにがんに係る
専門的な医療の提供等を行う医療機関との間で開催される会議に継続的
に参加させていること

３．専門的な医療の提供等を行う医療機関との間で開催される
会議への参加

専門医療機関連液薬局

Kyoto  Pharmaceutical  Association

医療機関が開催する連携等会議(研修会)ではない。
患者個別の治療方針共有 の医療機関が開催する
「がん」に関する会議(カンファレンス等)のこと。
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薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事に関する実
務に従事する薬剤師に利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報につ
いて地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し
て月平均30回以上報告及び連絡させた実績があること

５．地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して
報告及び連絡した実績

ただし、例えば次のものは実績には含まない
・医療機関から行われる利用者の検査値等のみの情報提供
・利用者の情報を含まない医療機関及び薬局の施設等に係る情報提供
・服用中の薬剤に係るお薬手帳への記載
・薬剤師法第24 条に基づく疑義照会

地域連携薬局

添付資料：報告及び連絡した際の資料(情報提供文書等）の写し（1例）【個人情報はマスキング】

回数だけが目的ではない。
薬局薬剤師が必要性を判断し、
適切な内容を情報提供すること
が前提となる。薬局を信じる。

元厚労省 安川企画官
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６．他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制

地域連携薬局、専門医療機関連液薬局

薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が
利用者(当該薬局を利用するがん患者)の薬剤及び医薬品の使用に関する
情報について地域における他の薬局に対して報告及び連絡することがで
きる体制を備えていること

添付資料：手順書の該当部分の写し

利用者の同意の
もと情報提供

他の薬局

手順書には「患者さんのどのように同意を取って、他の薬局にどのように伝え
るか」の内容が必要。

Kyoto  Pharmaceutical  Association
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７(6)．開店時間外の相談に対応する体制

地域連携薬局、専門医療機関連液薬局

・開店時間外であっても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応
できる体制を備えていること

添付資料：周知に使用する文書（薬袋等）

9：００ ～ 20：００

9：００ ～ 20：００

休局

５

・この体制について、利用者に文書により周知していること。
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８(7)．休日及び夜間の調剤応需体制

地域連携薬局、専門医療機関連液薬局

休日及び夜間であっても、調剤の求めがあった場合には、地域の他の薬
局開設者と連携して対応する体制を備えていること

地域の調剤応需体制 別紙６ ・輪番表について、地域の薬局の情報を列挙しているだけは、
体制を備えているにはならない。

・これらを地域の薬局や医療機関に周知する必要がある。
・薬局の入り口に休日・夜間の調剤応需体制について掲示し
ているだけでは周知していることにならない。

・電話での相談だけではだめ、調剤の応需が必要。

休日及び夜間における調剤を応需可能な体制について、構築、参加等していること。
例えば、地域で輪番制により対応している場合にはそれに参加していることが考えられる。
また、利用者に対しては、自局の開店時間のほか、地域における休日及び夜間の調剤応需体
制を示しておくこと

［添付］地域の調剤応需体制がわかる資料（輪番表の写し等）
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９(8)．在庫として保管する(がんに係る)医薬品を必要な場合に
他の薬局開設者の薬局に提供する体制

地域連携薬局、専門医療機関連液薬局

７

１０

在庫として保管する医薬品を必要な場合に他の薬局開設者の薬局に提供
する体制を備えていること

添付資料：手順書の該当部分の写し
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11．無菌製剤処理を実施できる体制

地域連携薬局

・無菌製剤処理を実施できる体制を備えていること

京都府薬前薬局

京都市東山区・・・

０

８

添付資料：自局で対応 ：無菌製剤処理設備の図面、写真等
共同利用による対応：無菌製剤処理を提供する薬局との契約書の写し
他薬局を紹介する ：当該薬局に無菌製剤処理に係る調剤を紹介する手順書等の

該当部分の写し
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13(11)．・継続して1年以上常勤として勤務している薬剤師の体制

・地域包括ケアシステムに関する研修を修了し常勤としている薬剤師

の体制

地域連携薬局、専門医療機関連液薬局

・当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に
継続して一年以上常勤として勤務しているものであること
・当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、地域包括ケアシス
テムに関する研修を修了した者であること

◆認定制度上は、次の薬剤師を常勤として取り扱う。
・週当たり32時間以上の者
・【育児等時短勤務の場合】週当たり勤務時間が24時間以上かつ週4回以上勤務する者

◆地域包括ケアシステムに関する研修とは、健康サポート薬局研修を指す。

地域連携薬局
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・継続して1年以上常勤として勤務している薬剤師の体制
・地域包括ケアシステムに関する研修を修了 し常勤としている薬剤師の体制

地域連携薬局

第7号又は第8号に該当する薬剤師一覧 別紙9

常勤薬剤師氏名 免許番号 常勤勤務期間
健康サポート薬局
研修修了有無

1 府薬花子 ●●●●● 平成28年 4月～現在 有

2 京都太郎 〇〇〇〇〇 平成30年 8月～現在 無

3 年 月～現在

4 年 月～現在

5 年 月～現在

6 年 月～現在

※常勤薬剤師のうち、1年以上継続して勤務している者及び健康サポート研修を
修了した者を全員記載してください。

添付資料：該当する薬剤師の一覧（前号の一覧に研修修了の有無を追記）
研修の修了証（修了していない場合は各研修受講証明証３種（研修A、研修B及びeラーニング））
の写し

受講
証明書

受講
証明書

受講
証明書

研 修
修了証

研修会A

研修会B

eラーニング

コピー
を添付

各コピー
を添付可

研修修了証の交付申請は薬局薬剤師5年以上の実務経験
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第６号又は第７号に該当する薬剤師一覧 別紙８

常勤薬剤師氏名 免許番号 常勤勤務期間
がんに係る専門性

認定の有無

1 府薬 花子 ●●●●● 平成28年 4月 ～ 現在 有

2 京都 太郎 〇〇〇〇〇 平成30年 8月 ～ 現在 無

3 年 月 ～ 現在

4 年 月 ～ 現在

5 年 月 ～ 現在

6 年 月 ～ 現在

専門医療機関連液薬局

１１．傷病の区分に係る専門性を有する常勤として勤務している薬剤師の体制

添付資料：該当する薬剤師の一覧（前号の一覧に認定の有無を追記）
認定を受けたことを証する書類の写し

傷病（がん）の区分に係る
専門性の認定を行う団体

◆一般社団法人日本医療薬学会
・地域薬学ケア専門薬剤師（がん）

◆一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会
・外来がん治療専門薬剤師



・「専門性を有する薬剤師」だけが地域で機能することではなく、「認定薬局」が
地域で機能すること。
・専門性を有する薬剤師が自薬局でしっかり専門性を共有し、得られた専門性
を自薬局の他の薬剤師が講師となり研修を行うことは可能。

当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、地域における他の
薬局に勤務する薬剤師に対して、がんの専門的な薬学的知見に基づく調剤及
び指導に関する研修を継続的に行っていること

13．地域の他の薬局に対する傷病の区分に係る専門的な内容
の研修の実施

専門医療機関連液薬局

グループ薬局だけを対象にする研修ではなく、
地域薬剤師会と連携して行う研修が望ましい。

Kyoto  Pharmaceutical  Association
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14．地域包括ケアシステムに関する内容の研修の受講

地域連携薬局

薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に
対し、一年以内ごとに、前号の研修又はこれに準ずる研修を計画的に受けさせ
ていること

添付資料：研修の実施計画の写し

・当該薬局に勤務する全ての薬剤師が対象。
・外部研修／内部研修は問わない。
・計画書の研修タイトルで地域包括ケアの研
修とわからないものがある。その場合、
タイトルの上に地域包括ケア研修と記載
いただくと分かりやすい。
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15(14)．地域の他の医療提供施設に対する(傷病の区分に係る)
医薬品の適正使用に関する情報提供

当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過去一年間において、
地域における他の医療提供施設に対し、(がんの)医薬品の適正使用に関する情報
を提供していること

・新薬の情報、同一薬効群における医薬品の有効性及び安全性の情報や特徴、後発
医薬品の品質に関する情報や製剤の工夫等の特徴等、医薬品の適正使用に関する
情報を過去1年間のうち1回以上提供していること。

・承認された医薬品の一覧、採用している医薬品の一覧、患者個別の情報、患者向
け情報は不適切。

・他の医療提供施設からどのような情報が必要とされているか、相談を。

添付資料：情報提供先とその内容の写し（１例）

地域連携薬局、専門医療機関連液薬局
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京都市内 京都府庁（薬務課）
京都府内（京都市除く） 京都府保健所

認
定
申
請
の
提
出
先

認定申請の前に事前相談を薬局の所在地



一連性のある「かかりつけ薬局」が求められる

健康サポート薬局 地域連携薬局

(在宅)

Kyoto  Pharmaceutical  Association
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おわりに

「患者のための薬局ビジョン」を
具体化した「地域連携薬局、専門医療機関連携薬局」
その整備と適正な配置が求められる。

住民が住み慣れた地域で医薬品を過不足なく、必要な
ところに、的確に、迅速に供給し、住民が医薬品を安心
して適正に使用できる体制を確保する。

「かかりつけ」として求められる姿。


